
賃貸借・リフォームに必要な
手続きはプロがサポート
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空き家どうしよう。。

住宅政策課に事前相談

リフォームを実施

賃貸借契約締結

売買契約

空き家を購入した
業者・投資家

空き家所有者

リフォーム費用の
1/2(上限50万円)を補助

上田市住宅政策課
〒386-8601

長野県上田市大手1丁目11番16号

☎0268-72-6722 Mail：jutaku@city.ueda.nagano.jp

空き家を宝に！補助金で変身！半額補助で賃貸スタート！

セカンドユース事業で、空き家が資産に変わる
リフォーム費用の半分を補助、専門家と共に安心の賃貸運用

どちらかお選びいただけます

※買取業者がいない場合、空き家バンクへの登録をご案内いたします


